
�愛媛県告示第５９１号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２７年４月２２日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広 �������
�愛媛県告示第５９２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。

以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指定しようとする

特別保護地区は、次のとおりである。
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なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に規定す

る事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び東予地方局今治

支局森林林業課において告示の日から起算して１４日を経過する日ま

での間公衆の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

玉川ダム鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

今治市玉川町龍岡下の愛媛県玉川ダム管理事務所を起点とし、

ここから玉川ダムえん堤を南東に進み、市道中通大下１号線に

出て、同市道をほぼ南に進み、市道中通大下線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ西に進み、赤末橋を経て、国道３１７号に

出る。ここから同国道を北東に進み、天神橋を経て、更に同国

道をほぼ北東ないし南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

のうち、玉川ダム貯水池の常時満水位の貯水線に囲まれた区域

� 存続期間

平成２７年１１月１日から平成３７年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

玉川ダム鳥獣保護区のうち、集団で渡来する水鳥等が利用す

る水面を特別保護地区に指定し、当地域に生息する鳥類の生息

環境を保全する。また、定期的に巡視を実施し、静穏な環境の

保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことの

ないよう留意するとともに、自然とのふれあいの場、環境教育

の場として活用を図る。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示の日か

ら起算して１４日を経過する日までの間に、知事に当該特別保護

地区の保護に関する指針の案についての意見書を提出すること

ができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

東予地方局産業経済部今治支局森林林業課

�������
�愛媛県告示第５９３号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。

以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指定しようとする

特別保護地区は、次のとおりである。

なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に規定す

る事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び南予地方局八幡

浜支局森林林業課大洲森林林業振興班において告示の日から起算し

て１４日を経過する日までの間公衆の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

亀谷鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町との境界にある日浦嶺三

角点（９００．９メートル）を起点とし、ここから稜線をほぼ北東

ないし南東に進み、馬之地山を経て、更に同稜線を東に進み、

今生坂峠で通称小田街道に出て、同街道を南に２８０メートル進

む。ここから作業道日浦峰鼻高線の終点に向かって進み、同三

角点に至る稜線との交点に至り、ここから同稜線を北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

� 存続期間

平成２７年１１月１日から平成３７年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

亀谷鳥獣保護区のうち、上浮穴郡久万高原町と喜多郡内子町

との境界周辺の特に良好な鳥獣の生息環境となっている地域に

ついて、特別保護地区に指定し、当地域に生息する鳥獣の生息

環境を保全する。また、定期的な巡視を実施し、静穏な環境の

保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことの

ないよう留意する。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示の日か

ら起算して１４日を経過する日までの間に、知事に当該特別保護

地区の保護に関する指針の案についての意見書を提出すること

ができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振

興班

�������
�愛媛県告示第５９４号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の規定に基づき、

次のとおり公聴会を開催する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成２７年６月３日（水）午前１０時００分

２ 場所 今治市旭町一丁目４番地９

今治支局４階大会議室

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 玉川ダム鳥獣保護区特別保護地区

� 区域 今治市玉川町龍岡下の愛媛県玉川ダム管理事務所を起

点とし、ここから玉川ダムえん堤を南東に進み、市道中

通大下１号線に出て、同市道をほぼ南に進み、市道中通

大下線との交点に至る。ここから同市道をほぼ西に進み、

赤末橋を経て国道３１７号に出る。ここから同国道を北東

に進み、天神橋を経て、更に同国道をほぼ北東ないし南

東に進み、起点に至る線に囲まれた区域のうち、玉川ダ

ム貯水池の常時満水位の貯水線に囲まれた区域

� 存続期間 平成２７年１１月１日から

平成３７年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問合せ先は、次のとおり。

東予地方局産業経済部今治支局森林林業課

（電話 ０８９８－２５－２１９３）

愛 媛 県 報平成２７年５月１２日 第２６７１号
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�愛媛県告示第５９５号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第４項において準用する同法第２８条第６項の規定に基づき、

次のとおり公聴会を開催する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成２７年６月１０日（水）午前１０時００分

２ 場所 喜多郡内子町内子１５１５

内子町役場内子分庁舎３階大会議室

３ 案件 次の特別保護地区の指定

� 名称 亀谷鳥獣保護区特別保護地区

� 区域 喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町との境界にある日

浦嶺三角点（９００．９メートル）を起点とし、ここから稜

線をほぼ北東ないし南東に進み、馬之地山を経て、更に

同稜線を東に進み、今生坂峠で通称小田街道に出て、同

街道を南に２８０メートル進む。ここから作業道日浦峰鼻

高線の終点に向かって進み、同三角点に至る稜線との交

点に至り、ここから同稜線を北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

� 存続期間 平成２７年１１月１日から

平成３７年１０月３１日まで

４ その他 公聴会開催に関する問合せ先は、次のとおり。

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課大洲森林

林業振興班

（電話 ０８９３－２４－４１３１）

�愛媛県告示第５９６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第５９７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第５９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０５００１６０ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

新居浜市若水町一丁目
９番１３号 長 野 文 彦 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
事業所はぴねす

新居浜市一宮町二丁目
６番７２号

平成２７年
４月１０日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ペアレンツ デイサービス子馬 愛媛県新居浜市高田二丁目５番６３号 平成２７年３月１日 通所介護

株式会社なごみ デイサービスなごみ 愛媛県四国中央市土居町小林１２０５番地 平成２７年３月１日 通所介護

株式会社アメニティサポート ディサービス かざみどり 愛媛県四国中央市妻鳥町９８０番地１ 平成２７年３月１日 通所介護

プログレス株式会社 ショートステイ 四つ葉 愛媛県四国中央市川之江町７００番地１ 平成２７年３月１日 短期入所生活介護

株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター セトウチ 愛媛県西条市壬生川６７５番地１ 平成２７年３月２日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社かえで 居宅介護支援事業所かえで 愛媛県新居浜市松神子四丁目１番２１号 平成２７年３月１日 居宅介護支援
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�愛媛県告示第５９９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ペアレンツ デイサービス子馬 愛媛県新居浜市高田二丁目５番６３号 平成２７年３月１日 介護予防通所介護

株式会社なごみ デイサービスなごみ 愛媛県四国中央市土居町小林１２０５番地 平成２７年３月１日 介護予防通所介護

プログレス株式会社 ショートステイ 四つ葉 愛媛県四国中央市川之江町７００番地１ 平成２７年３月１日 介護予防短期入所
生活介護

株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター セトウチ 愛媛県西条市壬生川６７５番地１ 平成２７年３月２日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

四国中央市 通所介護事業所 ひうち荘 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 通所介護

四国中央市 短期入所生活介護事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 短期入所生活介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

四国中央市 居宅介護支援事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

四国中央市 通所介護事業所 ひうち荘 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 介護予防通所介護

四国中央市 短期入所生活介護事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 介護予防短期入所
生活介護
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�愛媛県告示第６０３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９１条の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設の指定を辞退する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０４号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の
開 設 者 の 名 称

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

四国中央市 特別養護老人ホーム豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年３月３１日 介護老人福祉施設

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の
開 設 者 の 名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 愛媛県今治市大正町三丁目６番１２号 平成２７年３月２２日 介護療養型医療施
設

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５００６３１ 社会福祉法人新居浜愛
育会

新居浜市大生院１６８６番
地 渡 邉 謙 就労継続支援

Ｂ型
指定就労継続支援Ｂ型
事業所 まさき

新居浜市大生院１６９３番
地の１

平成２７年
４月１日

３８１０２００６４６ 株式会社しまなみサポ
ート 今治市山路４６７番地１ 八 木 啓 造 就労継続支援

Ａ型 あおぞら 今治市山路４６７番地１ 平成２７年
４月１日

３８１０６００６２１ 特定非営利活動法人カ
ラフル 西条市吉田３３９番地 日 野 勉 生活介護 障がい者支援事業所い

ろの和
西条市丹原町高松甲２４６
番地１

平成２７年
４月１日

３８１０６００６２１ 特定非営利活動法人カ
ラフル 西条市吉田３３９番地 日 野 勉 就労継続支援

Ｂ型
障がい者支援事業所い
ろの和

西条市丹原町高松甲２４６
番地１

平成２７年
４月１日

３８１１３００４２９ 有限会社エクイティ 四国中央市中之庄町２６
番地１ 淀 谷 雅 志 居宅介護 ライフケア紙ふうせん 四国中央市中之庄町２６

番地１
平成２７年
４月１日

３８１１３００４２９ 有限会社エクイティ 四国中央市中之庄町２６
番地１ 淀 谷 雅 志 重度訪問介護 ライフケア紙ふうせん 四国中央市中之庄町２６

番地１
平成２７年
４月１日

３８１１３００４２９ 有限会社エクイティ 四国中央市中之庄町２６
番地１ 淀 谷 雅 志 同行援護 ライフケア紙ふうせん 四国中央市中之庄町２６

番地１
平成２７年
４月１日

３８１１３００４３７ 特定非営利活動法人今
人倶楽部

四国中央市土居町小林
１７８５番地１ 鈴 木 太 短期入所 ロロサエ 四国中央市三島宮川２

丁目２番６号
平成２７年
４月１日
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�愛媛県告示第６０７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支

援施設の指定の辞退があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指

定一般相談支援事業者を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第６０９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定により、指定一般相談

支援事業者から次のとおり指定一般相談支援事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第６１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市楠河土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１３００２３９ 特定非営利活動法人今
人倶楽部

四国中央市土居町小林
１７８５番地１ 鈴 木 太 短期入所 ロロサエ 四国中央市三島宮川２

丁目２番６号
平成２７年
３月３１日

３８１１３０００８０ 四国中央市 四国中央市三島宮川４
丁目６番５５号 篠 原 実 短期入所 身体障害者短期入所事

業所豊寿園
四国中央市土居町津根
２６３９番地

平成２７年
３月３１日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞退に係る指定障害者支援施設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１０５００１１０ 社会福祉法人新居浜愛
育会

新居浜市大生院１６８６番
地 渡 邉 謙 就労継続支援

Ｂ型
指定障害者支援施設
まさき育成園

新居浜市大生院１６８６番
地

平成２７年
３月３１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３００４０９ 特定非営利活動法人ぷ
かぷか

四国中央市豊岡町大町
１２４番地の１ 石 川 かおる 地域移行支援 相談さぽーと「夢の種」四国中央市豊岡町大町１２４番地の１

平成２７年
４月１日

３８３１３００４０９ 特定非営利活動法人ぷ
かぷか

四国中央市豊岡町大町
１２４番地の１ 石 川 かおる 地域定着支援 相談さぽーと「夢の種」四国中央市豊岡町大町１２４番地の１

平成２７年
４月１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

廃止に係る指定一般相談支援事業所
廃 止
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１３００２７６ 特定非営利活動法人今
人倶楽部

四国中央市土居町小林
１７８５番地１ 鈴 木 太 地域移行支援 権利擁護センター

ＰａｎｄＡ－四
四国中央市三島宮川２
丁目２番６号

平成２７年
３月３１日

３８３１３００２７６ 特定非営利活動法人今
人倶楽部

四国中央市土居町小林
１７８５番地１ 鈴 木 太 地域定着支援 権利擁護センター

ＰａｎｄＡ－四
四国中央市三島宮川２
丁目２番６号

平成２７年
３月３１日
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�愛媛県告示第６１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６１２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年５月１２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年５月１日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字横田１２６７番２の一部、１２６８番の一部、

１２７６番１の一部及び１２７６番１地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３２．６３メートル

� 幅員 ５．００メートル

�������
�愛媛県告示第６１３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予保健所長 三 木 優 子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社伊豫総合サービス

伊予郡松前町大字北川原字七宝１６４８番地１、２

代表取締役 野村智久

２ 工場の名称及び所在地

株式会社伊豫総合サービス

伊予郡松前町大字北川原字七宝１６４８番地１、２

３ 特定施設に関する事項

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
新居浜市新田町二丁目乙１７５６番６から

同乙１７７６番１まで
平成２７年５月１２日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８～１９時

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～１０

最大 ６．０～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９６（４施設）

最大 ９６（４施設）

備考 汚水等の量は、事業場内の洗浄施設から排出される量の合計

４ 汚水等の処理施設に関する事項

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約７ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理、物理処理及び物理化学処理

処 理 施 設 の 型 式 標準活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ５．５５メートル 横 ２１．６メートル
高さ ８．１５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１２０立方メートル処理

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６７号 洗たく業の
用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １００キログラム／回（２施設）
１２０キログラム／回（２施設）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約７ヶ月

愛 媛 県 報平成２７年５月１２日 第２６７１号
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�愛媛県告示第６１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松前町筒井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８番地

〃 大 渕 康 高 伊予郡松前町大字筒井１８６９番地

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２番地１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４番地

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９番地

〃 国 田 郁 夫 伊予郡松前町大字筒井１７５番地

〃 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０番地２

〃 一 色 強 伊予郡松前町大字筒井２１５番地

〃 小 村 定 伊予郡松前町大字筒井１５５１番地

〃 仙 波 勲 伊予郡松前町大字筒井２３２番地１

監 事 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１番地３

〃 一 色 正 人 伊予郡松前町大字筒井３９５番地２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 常 盤 勝 利 伊予郡松前町大字筒井２５８番地

〃 中 島 正 直 伊予郡松前町大字筒井２５７番地

〃 石 丸 敏 彦 伊予郡松前町大字筒井２６２番地１

〃 早 崎 信 行 伊予郡松前町大字筒井１８１４番地

〃 渡 部 広 志 伊予郡松前町大字筒井１６１番地１

〃 豊 田 年 秋 伊予郡松前町大字筒井２７６番地１

〃 古 川 勝 美 伊予郡松前町大字筒井２１６番地２

〃 石 丸 正 明 伊予郡松前町大字筒井２３１番地３

〃 小 村 定 伊予郡松前町大字筒井１５５１番地

〃 持 田 芳 経 伊予郡松前町大字筒井１９７番地１１

監 事 赤 星 文 人 伊予郡松前町大字筒井１０番地２

〃 門 田 守 弘 伊予郡松前町大字筒井１６９番地
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�愛媛県告示第６１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 久 富士男 松山市下伊台町８０９番地２

〃 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２番地４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５番地

〃 吉 田 弘 松山市下伊台町５８３番地３

〃 三 好 清 敏 松山市下伊台町４５１番地

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２番地

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７番地

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３番地２

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥法＋急速ろ過＋活性炭吸着

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～１０

最大 ６．０～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２５０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ３００

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９８

最大 ９８

通常 ９８

最大 ９８

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９８

最大 ９８

愛 媛 県 報平成２７年５月１２日 第２６７１号
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〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８番地６

〃 川 端 悦 延 松山市上伊台町２０３番地

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２番地

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３番地

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５番地

監 事 西 山 国 広 松山市下伊台町１４５８番地２

〃 片 山 正 男 松山市下伊台町５６７番地３

〃 川 端 俊 典 松山市上伊台町２０５番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 久 富士男 松山市下伊台町８０９番地２

〃 松 本 泉 松山市下伊台町１００３番地

〃 寺 本 政 義 松山市下伊台町５４４番地

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３番地

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３番地２

〃 吉 田 正 志 松山市下伊台町２９９番地２

〃 松 岡 孝 雄 松山市下伊台町１０２１番地

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２番地

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８番地６

〃 岡 宮 寿 松山市上伊台町８７４番地

〃 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２番地４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５番地

〃 川 端 悦 延 松山市上伊台町２０３番地

監 事 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６番地

〃 山 本 公 弘 松山市下伊台町１００５番地

〃 松 田 保 憲 松山市上伊台町６５９番地

�������
�愛媛県告示第６１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市平井町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 重 信 良 吉 松山市平井町２９５番地

〃 仙 波 隆 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 仙 波 信 雄 松山市平井町２９８１番地

〃 重 信 昭 雄 松山市平井町６１０番地

〃 大 野 輝 男 松山市平井町１０２８番地２

〃 河 本 信 久 松山市平井町５６３番地

〃 � 市 清 松山市平井町１６６５番地２

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 豊 田 譲 松山市平井町１６３０番地

〃 柴 田 保 教 松山市平井町１１２１番地

〃 和 田 和 義 松山市平井町１８８５番地１

〃 堀 川 正 松山市平井町２１３９番地２

監 事 森 知 行 松山市平井町６９８番地

〃 重 信 正 和 松山市平井町３５４番地

〃 仙 波 正 幸 松山市平井町１０３３番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 重 信 良 吉 松山市平井町２９５番地

〃 仙 波 隆 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 和 田 幸 男 松山市平井町１９４６番地２

〃 重 信 昭 雄 松山市平井町６１０番地

〃 大 野 輝 男 松山市平井町１０２８番地２

〃 河 本 信 久 松山市平井町５６３番地

〃 � 市 忠 行 松山市平井町１６９７番地

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 豊 田 譲 松山市平井町１６３０番地

〃 柴 田 保 教 松山市平井町１１２１番地

〃 尾 形 節 夫 松山市平井町２７８５番地

〃 堀 川 正 松山市平井町２１３９番地２

監 事 松 澤 壙 松山市平井町２５０７番地１

〃 仙 波 雄 二 松山市平井町２９７５番地

〃 � 市 健 生 松山市平井町１８１７番地２

�������
�愛媛県告示第６１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市祝谷土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の届

出があった。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 長谷川 学 長谷川 學

�������
�愛媛県告示第６１８号
松山市朝生田町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市朝生田町土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 松山市朝生田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２７年５月１３日から６月２日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

愛 媛 県 報平成２７年５月１２日 第２６７１号
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�愛媛県告示第６１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内乙１６２０番１２７地先から

同市河之内乙１６２０番１３０地先まで

旧 ５．１～１１．３ ０．３９３

新 １１．２～４７．９ ０．３９３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山伊予線
伊予郡松前町大字出作２４３番２地先から

同大字１８６番２地先まで

旧 ７．２～１５．６ ０．０８９

新 １２．２～１５．６ ０．０８９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山空港線
松山市南吉田町１７０５番１地先から

同町１７１６番１地先まで

旧 １５．０～１５．０ ０．１８９

新 １５．８～２５．２ ０．１８９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町６３５番１から

同町１８７４番４まで

旧 ９．１～１３．０ ０．８１２

新 １１．２～６０．０ ０．９０６

��������������
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�愛媛県告示第６２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市明浜町土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２７年５月１２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 遠 藤 昭 作 西予市明浜町宮野浦甲１０８４番地

�������
�愛媛県告示第６２４号
大洲市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２７年５月１２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

１ 縦覧に供すべき書類の名称

大洲市土地改良区 土地改良事業（維持管理）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２７年５月１２日から６月１０日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２７年５月１日あったので公表する。

平成２７年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２７年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２７年５月１３日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人真光會 松山市南高井１４９１

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�公 告

環境影響評価書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第２１条第２項の

規定により、次の対象事業に係る環境影響評価書（以下「評価書」

という。）及びその要約書を作成したので、同法第２７条の規定によ

り、次のとおり公告する。

平成２７年５月１２日

住友共同電力株式会社

代表取締役社長 山 本 一 心

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 住友共同電力株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 山本 一心

� 主たる事務所の所在地 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 新居浜北火力発電所建設計画

� 種類 ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方

式）

� 規模 出力１５万キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県新居浜市惣開町５番１号及び地先海域

４ 関係地域の範囲

愛媛県新居浜市及び西条市

５ 評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２）

新居浜市役所（愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号）

西条市役所（愛媛県西条市明屋敷１６４番地）

住友共同電力株式会社本社（愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号）

� 縦覧期間

平成２７年５月１２日から平成２７年６月１１日まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

公 告

雑 報

平成２７年５月１２日 発行
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